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第 8 1 号 令和３ 年５ 月１ 日広 川 町 議 会 だ よ り

決

算

審

査

決

算

認

定

議

案

審

議

町の国保税率が変わる
○
広
川
町
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の

一
部
改
正
（
詳
細
は
1 0
ペ
ー
ジ
）

質
疑

江
藤 

提
案
理
由
を
具
体
的
に
説
明

出
来
な
い
か
。

町 

今
回
は
税
率
に
係
る
条
項
な
の

で
こ
の
よ
う
な
表
現
に
な
っ
た
。

江
藤 
改
正
に
よ
り
増
額
さ
れ
る
世

帯
は
き
つ
い
の
で
は
な
い
か
。

町 

増
額
分
を
所
得
割
に
し
た
場
合

は
極
端
な
差
が
出
る
。
そ
れ
を
抑
え

る
た
め
に
調
整
し
て
い
る
。

討
論

〈
反
対
〉

江
藤 

国
保
は
基
盤
が
弱
い
制
度
。

一
般
会
計
か
ら
の
繰
り
入
れ
を
増
や

し
、
国
庫
補
助
を
強
く
要
請
し
て
い

く
べ
き
。

〈
賛
成
〉

竹
下 

他
の
自
治
体
と
の
整
合
性
を

図
る
動
き
が
あ
る
。

○
令
和
３
年
度
一
般
会
計
予
算

〈
反
対
〉

江
藤 

コ
ロ
ナ
禍
の
中
、
暮
ら
し
と

命
、
健
康
を
守
る
施
策
を
講
じ
る
べ

き
。
ま
た
、
「
人
権
・
同
和
」
に
お

い
て
は
補
助
金
だ
よ
り
に
な
ら
ず
自

立
の
道
を
施
策
と
す
る
べ
き
。

〈
賛
成
〉

丸
山
修 
執
行
部
よ
り
十
分
な
説
明

が
あ
り
、
審
査
を
行
っ
た
。
差
別
解

消
に
お
い
て
は
法
に
基
づ
き
、
地
域

実
情
に
応
じ
た
施
策
で
あ
る
。

○
指
定
管
理
者
の
指
定

〈
広
川
町
保
健
・
福
祉
セ
ン
タ
ー
〉

・
社
会
福
祉
法
人

　
広
川
町
社
会
福

祉
協
議
会

・
令
和
３
年
４
月
１
日
よ
り
令
和
８

年
３
月
31
日

〈
広
川
町
産
業
展
示
会
館
・
ま
ち
子

の
お
に
わ
〉

・
広
川
町
商
工
会

・
令
和
３
年
４
月
１
日
よ
り
令
和
８

年
３
月
31
日

○
特
別
職
の
職
員
の
給
与
の
条
例
の

一
部
改
正

（
町
長
の
給
料
月
額
１
０
０
分
の
５

を
減
額
す
る
）

○
町
職
員
の
給
与
の
条
例
の
一
部
改

正
（
住
居
手
当
を
国
に
準
拠
さ
せ
る
）

○
広
川
町
人
口
減
少
地
域
定
住
促
進

強
化
条
例
の
一
部
改
正

（
期
間
を
延
長
し
取
り
組
む
）

○
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
予
算

〈
反
対
〉

江
藤 

国
保
に
し
か
頼
れ
な
い
住
民

へ
の
負
担
増
は
許
さ
れ
な
い
。

〈
賛
成
〉

竹
下 

他
の
自
治
体
と
の
整
合
性
を

図
る
上
で
必
要
な
改
善
。

〔 現　 行〕

所得割 資産割 均等割 平等割

医療分 6.3％ 29.5％ 22,000 円 28,200 円

支援分 2.5％ 8.5％ 7,000 円 7,000 円

介護分 2.1％ 4.0％ 10,000 円 6,000 円

〔 改正後〕

所得割 資産割 均等割 平等割

医療分 6.3％ 29.5％ 23,000 円 29,000 円

支援分 2.6％ 8,500 円 9,300 円

介護分 2.2％ 10,200 円 7,500 円

審議の賛否

山下 丸山幸 竹下 栗原 江藤 水落 丸山修 光益 池尻 原野 梅本 野田

令和３ 年度
一般会計予算

○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

令和３ 年度
国保予算

○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

国保税条例の
一部改正

○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○


